
地域・ひと・まちづくり補助事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、振興局が地域振興の拠点としてその機能を十分に発揮し得るように、

振興局管内において、それぞれの地域性や独創性を発揮した快適で活力ある魅力的な地

域づくりを推進することを目的とする地域・ひと・まちづくり補助事業（以下「補助事

業」という）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（事業の内容）

第２条 補助事業の内容は、市町村や民間の地域づくり団体等が行う個性的で魅力ある地

域づくり事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する事業とす

る。

（事業の適正執行）

第３条 振興局長は、補助事業の実施に当たっては、当該事業と国、県及び市町村が行う

各種の施策との間の整合に留意するとともに、事業が効果的に執行されるよう適正な執

行管理を行うものとする。

（事業費の配分）

第４条 振興局への事業費の配分は、当該振興局の実情を勘案の上企画部長が決定するも

のとする。

（通則）

第５条 知事は、補助事業の対象となる事業（以下「補助対象事業」という｡)の実施に必

要な経費については補助金を交付するものとし、その補助金については、和歌山県補助

金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則第２８号。以下「規則」という｡)及びこの要綱

に定めるところによる。

（補助対象事業）

第６条 補助事業の補助対象者、補助対象事業、補助期間、補助率及び補助限度額は別表

のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は、補助対象事業から除くものとする。

(1) 国又は県の他の補助金の交付を受けている事業

(2) 施設整備等のハード事業

(3) 事業費が３０万円未満の事業

（交付申請書の添付書類）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の申請書に次の表に定める書類

を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書（別記第１号様式）

(2) 収支予算書（別記第２号様式）

(3) 役員等名簿（別記第３号様式）

(4) 補助金の交付を受けようとする者が、民間団体の場合は、その団体の活動目的、活

動内容等を明らかにする書類

（補助金の交付条件）

第８条 規則第６条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ知事の承認を受



けること。

ア 補助対象事業の内容の変更をしようとする場合

イ 補助事業に要する経費の配分の変更（当該経費の額の２０パーセント以下の増減

を除く｡)をしようとする場合

ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助対象事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳

簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。

(5) 交付決定後に役員等の変更があった場合は、速やかに知事に届け出なければならな

い。

（補助対象事業の変更の申請）

第９条 前条第１号の規定による知事の承認を受けようとするときは、補助対象事業の内

容又は補助事業に要する経費の配分の変更の場合にあっては事業変更承認申請書（別記

第４号様式）及び変更後の第７条に掲げる書類を、補助対象事業の中止又は廃止の場合

にあっては事業中止（廃止）承認申請書（別記第５号様式）を知事に提出しなければな

らない。

（実績報告書の添付書類）

第１０条 規則第１３条に規定する実績報告書には事業実績書（別記第６号様式）及び収

支決算書（別記第７号様式）を添付し、事業完了の日から起算して３０日を経過した日

又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日

までに提出しなければならない。

（補助金交付決定前着手）

第１１条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が事業の効率的な実施を図

るため又は緊急その他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着

手する場合には、あらかじめ補助金交付決定前着手届（別記第８号様式）を知事に提出

しなければならない。

（その他）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、知事が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則



この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年３月１４日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。



別表（第６条関係）

補助対象者 補助対象事業 補助期間 補助率 補助限度額

１ 市町村 (1) 地域文化育成事業 単年度。ただし、 ２分の１以内 １００万円

２ 一部事務組合 (2) 地域資源活用事業 ６の団体が実施

３ 広域市町村圏協議会 (3) 地域交流事業 する事業の場合、

４ 広域連合 (4) ＵＪＩターン促進事業 必要に応じ２か

５ 複数市町村等で構成される (5) 地域情報化推進事業 年に限り延長す

団体（等には県、民間団体 (6) ひとづくり推進事業 ることができる。

を含む） (7) 住民福祉の増進や地域

６ 和歌山県に本拠を持ち県内 の活性化等地域振興上

で活動する団体（市町村や 知事が特に必要と認め

企業、第三セクターが参加 る事業

している場合も可。）


